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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月３０日 １１時００分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市沖ノ島南方沖 

 友ケ島灯台から真方位１２５°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.４′ 東経１３５°００.９′） 

事故の概要  遊漁船宝
ほう

伸
しん

丸は、東進中、また、プレジャーボートオールシャフト

は、漂泊中、両船が衝突した。 

 オールシャフトは、船長及び同乗者が負傷し、左舷中央部に亀裂等

を生じ、宝伸丸は、船首下部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 宝伸丸、４.７トン 

   ＷＫ３－２３１１２（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.００ｍ（Lr）×３.１６ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５０.１０kＷ、平成８年１０月２６日 

   第２５２－２１５２０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート オールシャフト、５トン未満 

   ２５２－１４９３７大阪、個人所有 

   ６.１０ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.５５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３.１０kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年１１月２１日 

    免許証交付日 平成２７年６月２４日 

           （平成３２年１０月６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１８年６月２６日 

    免許証交付日 平成２９年６月６日 

           （平成３４年６月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者） 

 損傷 Ａ 船首下部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部に亀裂、凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 南流約１.６

ノット（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、由良瀬戸で

の遊漁を終え、平成２９年１２月３０日１０時４０分ごろ沖ノ島西南

西方沖１.５海里（Ｍ）付近を発進し、和歌山市加太
か だ

港に帰る目的で

約５～６kn の対地速力で東進していた。 

 船長Ａは、操舵スタンド後方の右舷寄りに立ち、船首方を向いた姿

勢で舵輪を持ち、時折、左隣に立っていた釣り客（以下「釣り客Ａ１」

という。）と会話をして航行していたところ、１１時００分ごろ船首

付近で音がしたので、機関を後進としてＡ船を後退させた際、船首を

北方に向け、右舷側を下にした横転状態のＢ船を船首方に認め、Ａ船

とＢ船が衝突したことを知った。 

 船長Ａは、Ｂ船が右舷側に更に傾斜して転覆した後、Ｂ船の船底上

に船長Ｂ及びＢ船の同乗者（以下「同乗者Ｂ」という。）を認め、Ａ

船をＢ船に接舷させて２人をＡ船に移乗させた。 

 船長Ａは、本事故の発生を海上保安庁に携帯電話で通報したのち、

加太港に帰航中の仲間の遊漁船が本事故の発生に気付いてＡ船に近づ

いてきたので、船長Ｂ及び同乗者Ｂを加太港に送るよう依頼し、自ら

はＡ船でＢ船をえい
．．

航して加太港に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、兵庫県洲本
す も と

市

生石
おいしの

鼻西南西方沖で釣りを行う目的で、船長Ｂが操縦席に、同乗者Ｂ

が左舷船尾部にそれぞれ腰を掛け、１０時００分ごろ大阪府岬町深日
ふ け

港谷川
たにがわ

泊地を出発した。 

 船長Ｂは、北西寄りの風が強かったので、島陰に避難して目的地に

行くかどうかを考えることとし、他船がいない沖ノ島南方沖に１０時

５０分ごろ到着した。 

 船長Ｂは、周囲を見てＢ船の近くに他船がいないことを確認し、ま

た、Ｂ船の西方７００～１,０００ｍ付近の沖ノ島南西方沖に小型船

舶が集まっていることを認め、Ｂ船の船首を北方に向け、機関を中立

運転として漂泊させた。 

 船長Ｂは、休憩しようとしたところ、携帯電話に知人から着信があ

り、釣果を聞かれたものの、到着して間もないことを告げて電話を切

り、下を向いて釣りの仕掛けを作り始めたところ、１１時００分ご

ろ、激しい衝突音を聞くとともに衝撃を受けた。 

 Ｂ船は、左舷中央付近に接触した状態のＡ船によって右舷方にしば

らく押され、右舷側に横倒しになったところで船長Ｂ及び同乗者Ｂが



- 3 - 

落水し、更に傾斜を続けて転覆した。 

 船長Ｂは、転覆したＢ船の船底に同乗者Ｂを押し上げ、自らも船底

に上がり、その後、Ｂ船に接舷したＡ船に同乗者Ｂと共に移乗し、海

上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、Ａ船の仲間の遊漁船に移乗して加太港に着

き、救急車で和歌山市所在の病院に搬送され、船長Ｂが頸
けい

部挫傷、同

乗者Ｂが仙
せん

骨骨折の疑い、右大腿
だいたい

打撲傷等とそれぞれ診断された。 

 Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて加太港に向かう途中、来援した巡視艇

に引き継がれ、和歌山県和歌山下津港和歌山第１区に到着した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、沖ノ島西南西方沖を発進する際、Ａ船の周囲に遊漁や釣

りを行っている遊漁船やプレジャーボートが多数いることを認めてい

たが、進行方向には航行の支障となる他船を認めなかった。 

 船長Ａは、Ｂ船が漂泊していた場所が、水深が浅くて魚が集まる所

ではなく、ふだんから操業する漁船やプレジャーボート等を見掛けた

ことがなかったので、本事故当時、他船がいるとは思っていなかっ

た。 

 船長Ａは、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。また、釣

り客Ａ１ほか３人の釣り客は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、沖ノ島西方沖に集まっていた小型船舶の中の１隻がＡ船

であったと本事故後に思った。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、本事故当時、共に救命胴衣を着用していな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、沖ノ島南方沖を東進中、船長Ａが、沖ノ島西南西方沖を加

太港に向けて発進する際、進行方向に航行の支障となる他船がいない

ことを確認し、前路に他船がいないものと思い、船首方の見張りを適

切に行っていなかったことから、沖ノ島南方沖に漂泊中のＢ船に気付

かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、沖ノ島南方沖は水深が浅くて魚が集まる所ではなく、ふ

だんから他船を見掛けたことがなかったことから、Ｂ船がいないもの

と思って航行していたものと考えられる。 

 Ｂ船は、沖ノ島南方沖で漂泊中、船長Ｂが、下を向いて釣りの仕掛

けを作り始め、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、接

近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、北西寄りの風が強かったので、沖ノ島南方沖に避難して

目的地に行くかどうかを考えることとし、到着した際にＢ船の西方に
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小型船舶が集まっていることを認めたものの、Ｂ船の近くに他船を認

めなかったことから、下を向いて釣りの仕掛けを作り始めたものと考

えられる。 

原因  本事故は、沖ノ島南方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、前路に他船がいないものと思い、船首方の見張りを適切に行

っておらず、また、船長Ｂが、下を向いて釣りの仕掛けを作り始め、

周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中の船舶の船長は、ふだんから他船を見掛けない海域であっ

ても、他船がいないと思わず、常に周囲の見張りを適切に行うこ

と。 

 ・漂泊中の船舶の船長は、他の作業に専念せず、周囲の見張りを適

切に行い、接近する他船の早期発見に努めること。 

 ・船長は、暴露甲板に乗船している者に対し、救命胴衣等の着用を

徹底するとともに、自らは救命胴衣等の適切な着用に努めるこ

と。 
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（平成２９年１２月３０日  

 １１時００分ごろ発生） 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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